
生駒市教育委員会規則第５号 

生駒市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２５年７月３０日 

                生駒市教育委員会委員長  中井 公人 

 

   生駒市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 生駒市教育委員会事務局組織規則（平成２年４月生駒市教育委員会規則第５号

）の一部を次のように改正する。 

第２条の表生涯学習部の部図書館の項中「たけまるホール図書室係 鹿ノ台図

書室係」を「鹿ノ台図書室係 生駒駅前図書室準備係」に改める。 

別表の２の表図書館の部たけまるホール図書室係の項を削り、同部鹿ノ台図書

室係の項の次に次のように加える。 

生駒駅前図書室準

備係 

(1) 生駒駅前図書室の開設の準備に関す

ること。 

(2) たけまるホール図書室の管理に関す

ること。 

   附 則 

 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。 


